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保存樹および保存樹林 
 
(1)  制度概要 

樹木を保存するための制度には、法律【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関

する法律】（以下、「法」という）に基づくものと、地方公共団体の条例等に基づくものがあ

る。 
法に基づく指定の場合、都市計画区域内において市町村長が定める。指定された場合、所

有者は枯損の防止や保存の努力義務を負う。また、所有者以外の者も、保存樹等が大切に保

存されるように協力しなければならない。 
 

(2)  指定状況 
法に基づく指定では、保存樹木にわずかな増減があったが、その他に変更はない。条例に

基づく指定では、保存樹、樹林、生垣の全ての項目で新規指定よりも解除の規模が上回り、

全体として減少傾向である。 
表 1 （指定数）法に基づく指定 

都道府県・政令市 都市数 
保存樹

(本) 

保存樹林イ 保存樹林ロ 

件数 面積（ha） 件数 延長（ｍ） 

北海道 2 39 9 3.45 2 114.70 

うち 札幌市 1 39 9 3.45 - - 

千葉県 2 10 5 2.33 - - 

うち 千葉市 1 - 1 0.60 - - 

東京都(東京特別区) 5 14 7 1.89 - - 

石川県 1 131 58 16.08 - - 

長野県 2 224 65 20.56 26 1,254.00 

岐阜県 1 92 20 6.09 - - 

静岡県 2 150 77 42.66 - - 

うち 浜松市 1 55 77 42.66 - - 

愛知県(名古屋市) 1 760 1 1.30 - - 

滋賀県 1 11 3 4.27 - - 

大阪府 5 179 45 18.88 - - 

うち 大阪市 1 92 22 6.59 - - 

兵庫県 1 1 1 0.59 - - 

奈良県 1 2 - - - - 

広島県(広島市) 1 82 2 1.15 - - 

福岡県 2 1,920 - - - - 

うち 北九州市 1 176 - - - - 

うち 福岡市 1 1,744 - - - - 

合計 27 3,615 293 119.25 28 1,368.70 

※ 令和 4 年 3 月 31 日現在 
※ 保全樹林イ:その集団の存する土地の面積が 500 ㎡以上であること 
※ 保全樹林ロ:いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが 30m 以上であること 
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表 2 （指定数）条例等に基づく指定 
都道府県 

政令市 

都市数 保存樹

(本) 

保存樹林 生垣等 

市町村 都道府県 件数 面積（ha） 件数 延長（ｍ） 

北海道 22 1 472 151 175.68 - - 

うち 札幌市 1 - 14 6 8.72 - - 

青森県 4 - 81 31 19.47 105 3,058.30  

岩手県 2 - 272 7 6.56 102 2,125.00  

宮城県 2 - 197 20 3.14 - - 

うち 仙台市 1 - 181 20 3.14 - - 

秋田県 2 - 2,226 6 10.27 11 357.71  

山形県 3 - 287 74 39.66 31 1,793.00  

福島県 4 - 130 46 11.56 - - 

茨城県 13 - 489 699 172.09 30 2,060.00  

栃木県 2 - 167 - - 5 379.90  

群馬県 8 - 561 79 21.18 589 40,030.55  

埼玉県 40 1 4,188 756 609.65 239 15,579.91  

うち さいたま市 1 - - 187 43.39 - - 

千葉県 16 - 2,576 1,432 548.38 12 3,316.10  

うち 千葉市 1 - 515 285 205.61 - - 

東京都 50 - 28,822 1,086 367.57 2,054 93,201.99  

うち 東京特別区 21 - 15,299 681 180.43 541 23,843.49 

神奈川県 21 - 3,941 1,366 505.77 672 19,979.79  

うち 横浜市 1 - 1,059 - - - - 

うち 川崎市 1 - 822 38 5.21 38 2,403.90 

うち 相模原市 1 - 147 26 5.07 - - 

新潟県 3 - 291 25 10.55 5 258.90  

うち 新潟市 1 - 239 15 3.66 5 258.90 

富山県 4 - 647 50 14.48 10 716.30  

石川県 1 - 13 1 0.21 - - 

山梨県 2 - 78 - - - - 

長野県 9 - 324 37 57.84 28 2,019.00  

岐阜県 8 - 2,807 136 37.82 - - 

静岡県 11 - 372 148 64.80 - - 

うち 静岡市 1 - 44 44 12.91 - - 

愛知県 22 - 3,650 572 116.28 19 1,007.51  

うち 名古屋市 1 - 79 - - - - 

三重県 1 - 805 31 - - - 

滋賀県 3 - 91 42 31.19 - - 

京都府 5 - 201 4 136.95 - - 

うち 京都市 1 - 36 - - - - 

大阪府 18 - 741 141 80.84 1 40.00  

うち 堺市 1 - 157 12 3.90 - - 

兵庫県 12 - 555 124 50.03 2 200.00  

うち 神戸市 1 - 53 28 18.33 - - 

奈良県 8 - 45 7 0.26 - - 

和歌山県 2 - 124 11 6.24 - - 

鳥取県 3 - 122 39 73.10 - - 



3 
 

都道府県 

政令市 

都市数 保存樹

(本) 

保存樹林 生垣等 

市町村 都道府県 件数 面積（ha） 件数 延長（ｍ） 

岡山県 5 - 91 4 1.00 - - 

うち 岡山市 1 - 68 - - - - 

広島県 2 - 51 5 1.56 1 45.50  

山口県 7 - 156 27 22.42 1 74.00  

徳島県 1 - 34 34 - - - 

香川県 3 1 186 45 2.49 - - 

愛媛県 3 - 85 45 33.65 - - 

高知県 1 - 51 25 12.60 - - 

福岡県 11 - 385 80 201.12 118 2,167.50  

佐賀県 3 - 150 - - - - 

長崎県 1 - - 2 40.00 - - 

熊本県 2 - 608 - - - - 

うち 熊本市 1 - 581 - - - - 

大分県 5 - 197 24 14.21 - - 

宮崎県 5 - 282 64 41.57 1 70.00  

鹿児島県 7 - 108 18 29.63 - - 

沖縄県 3 - 123 3 - - - 

合計 360 3 57,782 7,497 3,571.80  4,036 188,480.96  

※ 令和 4 年 3 月 31 日現在 


